
運行開始までのスケジュール

変更日 令和8年4月1日

概要

　小瀬地区においては、定時定路線のバス路線（過疎地域乗合バス　持ケ峠線）が運行しているが、同

地区には令和４年１０月から乗合タクシー「よべるん」も運行が開始されたことにより、近年では、持

ケ峠線の利用が著しく少ない状況。（下図のとおり）

　このようなことから、小瀬地区の自治会長と協議を行った結果、近年利用の少ない小瀬地区内の「小

川津～丸田」バス停および当該路線を廃止し、路線名を「阿品線」に変更する。

　また、新たに起点となる阿品地区において住民アンケートを実施した結果を踏まえ、運行時刻を別紙

①のとおり変更する。

　当路線の運賃は「協議運賃」となっていることから、この度の路線廃止に伴う設定運賃区間の変更に

ついては、道路運送法第９条　第４項に規定する協議会（本市では「運賃協議会」）で決定することと

する。

◎過疎地域乗合バス（持ケ峠線）路線の一部廃止及び路線名の変更について

変更路線 過疎地域乗合バス（持ケ峠線）　（水・金曜日 １往復）

運行事業者 第一交通株式会社

令和８年２月10日～２月16日

令和8年2月9日

住民や利害関係人（他交通事業者）への意見反映措置（アンケート調査、地

元タクシー事業者、乗合タクシー事業者等への聞き取り）

岩国市地域公共交通会議にて審議

実車距離変更 31.2ｋｍ　→　12.7ｋｍ　（▲18.5㎞）

過疎地域乗合バス（持ケ峠線）　乗降者数実績表（R4～R7）

申請の有無 必要　道路運送法第15条（一般旅客自動車運送事業者による事業計画の変更）

周知方法 自治会へチラシ配布、バス車内やバス停への掲示、市ホームページ掲載

令和8年4月1日 運行開始

令和８年２月下旬

令和８年２月下旬

令和８年２月下旬

第一交通が運輸支局へ運賃届を提出

協議が調った証明を岩国市から第一交通タクシーへ交付

上記で出た意見を踏まえ、運賃協議会を実施（文書協議）　（メンバーは、

市、第一交通、運輸局、岩国地区自治会連合会の４者を想定）

自治会名 世帯数

小川津 10

樋ノ口地区 6

持ヶ峠 1

丸田 2

廃

止

区

間

別添１

廃止起点：岩国市小瀬1589 地内

廃止終点：岩国市阿品533 地内

凡 例

R8.3.31で廃止する路線

R8.4.1以降も運行する路線

廃止するバス停

至 岩国駅


